
飯山市中小企業融資制度における原油価格高騰等対策支援（利子補給）の概要 

（R8（2026）.0526 現在） 

商工観光課 

１ 目的 

  中東情勢に伴う原油価格の高騰又は原材料の高騰や不足により、資金繰りに支障が生じている市内

中小企業者（小規模事業者を含む）を対象とした支援策の充実を図る。 

 

２ 支援内容等 

⑴ 対象資金 

  ① 資 金 区 分：緊急経済対策資金（運転資金） 

  ② 融資限度額：3,000万円   【現行制度 1,000万円】 

  ③ 利    率：1.6％           【現行制度と同率】 

  ④ 貸 付 期 間：７年以内（うち据置１年以内）  【現行制度と同期間】 

  ⑤ 信用保証料：市の保証料補助により 0.44％以内【現行制度と同様】 

  ⑥ 融資対象期間：令和８年（2026年）５月 26日～令和９年（2027年）３月 31日 

⑵ 支援内容（利子補給） 

① 利子補給率：1.0％           【現行制度 0.5％】 

② 利子補給期間：３年間          【現行制度２年間】 

⑶ 支援（融資）対象者 

   次の①を理由として、ア～オのいずれかに該当する方 

   ① 中東情勢に伴う原油価格の高騰又は原材料の高騰や不足により、資金繰りに支障が生じてい

る市内中小企業者（小規模事業者を含む） 

    ア 経営に著しい支障をきたし、最近３か月のうちいずれか１か月の売上高が前３か年のいず

れか同月に比べ 10％以上減少している 

    イ 最近１か月の売上原価のうち原油由来の燃料又は石油製品の仕入額が 20％以上を占めて

いる 

    ウ 最近１か月の原油由来の燃料又は石油製品の仕入れ単価が前年同月と比較して 20％以上

上昇している 

    エ 最近３か月の売上高に占める原油由来の燃料又は石油製品の仕入れ額の割合が前年同期

と比較して上回っている 

    オ 最近３か月間の営業利益率が前年同期と比較して、20％以上減少している 

 

３ 融資見込み額 300,000千円（令和８年度当初予算計上額 300,000千円） 

  新型コロナウイルス感染症時の融資実績を参考に、300,000千円を見込む。 

 （参考） ・令和３（2021）年度 新型コロナウイルス感染症対策融資実績：44件 310,300千円 

      ・令和２（2020）年度 新型コロナウイルス感染症対策融資実績：24件 370,900千円 

※ 市制度資金については、預託金のほか、市内４銀行からも４倍の資金提供があるため、 

令和８年度当初予算預託金 300,000 千円に対する市制度資金の総額は 1,200,000千円 

※ 預託金は、令和２、３年度とも当初予算 300,000千円の範囲内で対応 
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４ 市が負担する経費見込 

 ・融資総額（見込）  ：300,000千円（利率 1.6％） 

 ・利子補給       ：1.0％（３年間） 

・信用保証料補助最大：1.76％（最大保証料 2.2％の 4/5） 

 

 ・予算計上額 令和８年度予算 7,780千円（利子補給 2,500千円＋保証料補助 5,280千円） 

        令和９～11年度債務負担 9,000千円 

 

・利子補給、保証料補助等の経費見込み 

（単位：千円） 

 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ 

年度 

利子補給 

(利率 1.6％のうち

1.0％を補助) 

保証料 

補助 
債務負担 利子算出根拠 

R8 2,500 5,280 (補正又は専決) 300,000×1.6％×(1.0/1.6)×10/12 か月 

R9 3,000 0 3,000 300,000×1.6％×(1.0/1.6) 

R10 3,000 0 3,000 300,000×1.6％×(1.0/1.6) 

R11 3,000 0 3,000 300,000×1.6％×(1.0/1.6) 

 11,500 5,280 9,000  

 ※ ⑴ 利子補給について、各年度最大値として必要な金額を計上する 

    ・R8 年度は R8.6月に全額借入したと仮定した金額を最大値として計上 

    ・R11 年度は R9.3月に全額借り入れたと仮定した金額を最大値として計上 

 ※ ⑵ 保証料補助について、最大保証料 2.2％に対し、市が 4/5 を補助する（300,000×1.76％） 
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